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レンタル機械
総合補償制度のご案内
レンタル機械

総合補償制度のご案内



■ 補償期間
弊社出庫日から弊社入庫日までの期
間の全日数を補償いたします。

■ 被補償者
弊社補償制度に加入いただき、弊社
からレンタルされた自動車・建設機
械を使用されるお客様。

■ 補償料
お借りいただく自動車・建設機械ご
とに申し受けます。

■ お客様ご負担金
補償対象事故の際、1事故ごとにお客様にご負担いただく金額です。また、同
一現場における2回目以降の事故のお客様ご負担金は、倍額となります。
※）1事故とは1回の動作で生じた事故のことです。

■ 休業補償
レンタル機械および車両の全損・修
理期間中の休業損害については別途
請求させていただく場合があります。

自動車補償A

■ 総合補償制度の概要

■ 補償内容

レンタル機械 総合補償制度について

レンタル車両使用中における車
両損害事故及び賠償責任事故 
が発生した場合のサービスを提
供いたします。

動産補償B
レンタル機械使用中、及び保管中 
により発生した不慮の事故によ
る機械本体の損害が発生した場
合のサービスを提供いたします。

賠償責任補償C

自動車補償制度A 動産補償制度B 賠償責任補償制度
（ナンバープレート無し）C

レンタル機械使用中に第三者へ
損害を与え、法律的に損害賠償
請求が発生した際のサービスを
提供いたします。

注）対象商品、補償内容は条件によって異なります。詳細は弊社営業担当へお問い合わせください。

対象機種
弊社のレンタル車両で登録ナン
バーの付いている車両

対象機種
弊社のレンタル機械器具で登録ナ
ンバーの付いて無い機械器具

対象機種
弊社のレンタル機械器具で登録ナ
ンバーの付いて無い機械器具

レンタル機械 総合補償制度共通対象外規定

補償内容 お客様ご負担金
（1事故）

対人賠償責任

対物賠償責任

搭乗者傷害

車 両 損 害

無制限

無制限

1,000万円

実損額

10万円

10万円

5万円

10万円～50万円
※上記は一例であり、対象車種毎に異なる場合がございます。

補償内容 お客様ご負担金
（1事故）

部分損害事故

1万円～20万円

全損・盗難事故

2万円～60万円

補償内容 お客様ご負担金
（1事故）

レンタル中の機械に破
損・盗難など偶然な事故
による損害が発生した場
合の修理サービスを提供
いたします。

対　人

20万円～50万円

対　物

20万円～50万円

被補償者がオペレーションなどによ
り、人を死傷させたり、物を破損した
など、法律上の賠償責任が発生した
際、お客様が負担する損害賠償につ
いて補償を受けられます。

①弊社「レンタル機械総合補償制度」に加入されていない場合。
②弊社補償制度加入者業務に従事中の使用人に対する損害。
③不誠実行為（詐欺・横領等）により発生した事故。
④故意、重大な過失又は飲酒運転・薬物乱用等重大な法令違反による損害。
⑤弊社の「建設機械等レンタル（賃貸借）基本契約書」の条項に違反して使用された場合による事故。
⑥弊社に無断で転貸し、発生した損害。
⑦差押え・微発・没収・破壊等、国又は公共団体などの公権力の行使によって生じた損害。
⑧戦争、変乱、暴動、労働争議等によって生じた災害や、闘争行為・自殺行為又は犯罪行為。
⑨地震・噴火・津波によって生じた損害。
⑩回避義務を怠った事による風水災事故。
⑪じんあい・騒音・核汚染等によって生じた損害。
⑫有害物質（アスベスト類）飛散による損害。
⑬車両・機械を運転操作するために必要な免許・資格を有しない者の運転操作による事故の損害。
⑭被補償者と他人との間に損害倍賞に関する特別の約定あるいは取り決めがある場合、
　その約定あるいは取り決めにより加重された損害責任。
⑮水没・埋没等で現物の回収が困難であり、実損害が確認できない場合。
⑯燃料物質等により生じた損害や傷害。
⑰各補償の限度額を超過する部分の損害。
⑱通常地面に接する部分の損害（タイヤ、クローラー等）。
⑲置き忘れ・紛失等による損害。
⑳レンタル機械及び車両を無断で改造又は装置取り付け等を行った場合や、行ったことによる事故の損害。
㉑日本国外で発生した事故。
㉒事故発生時の連絡が遅延したとき、「レンタル機械総合補償制度」の補償が受けられない場合があります。
㉓事故に関する間接損害。注1)
㉔工事・作業…船上作業、海上工事、トンネル工事、解体工事、砕石作業の事故等危険が予想される工事・作業現場の事
故。注2)
㉕再リース品は弊社「総合補償制度」とは異なる場合があります。（再リース会社の保険内容の対応になります）
注1) 事故発生時のレンタル機械及び車両の入替費用、代替レンタル機械及び車両のレンタル料金、
 事故レンタル機械及び車両修理機械休業補償費用や、事故が原因により工期が延長になった
 ための損害費用等。

注2) 対象外機種及び工事・作業では、補償の対象となりません。詳細は弊社営業担当へ
 お問い合わせください。
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自動車補償A
対象機種 トラック・ダンプカー・クレーン付トラック・トラック式高所作業車・ 散水車・軽トラック

タイヤショベル・タイヤローラー（ナンバー付）

Ⅰ. 基本補償 Ⅱ. 車両補償

■ 補償金額及びお客様ご負担金

■ 補償対象外事故

■ Ⅰ 基本補償

■ Ⅱ 車両補償

  補償金額 お客様ご負担金（1事故）
 対人賠償責任 被害者1名につき無制限 10万円
 対物賠償責任 1事故につき無制限 10万円
 搭乗者傷害 被害者1名につき1,000万円 5万円
※以上は一例であり、対象車種毎に異なる場合がございます。

  補償金額 お客様ご負担金(1事故）
 車両損害 実損額 10万円～50万円

対人賠債責任補償
レンタル車両を通常の運転中に、第三者（他人）に対して
発生した損害に対し、負担すべき法律上の賠償責任（対
人賠償責任補償で定める補償範囲内）の補償を受けられ
ます。
注）通常の運転中に発生した事故とは、定められた正し
い使用方法での運転中に発生した事故であり、故意
又は、無理な運転により発生した事故については、通
常運転中の事故とはなりません。

対物賠償責任補償
レンタル車両を通常の運転中に、第三者（他人の財物）に
対して発生した損害に対し、負担すべき法律上の賠償責
任（対物賠償責任補償で定める補償範囲内）の補償を受
けられます。

搭乗者傷害補償
レンタル車両の正規の乗車装置に通常乗車中の方が事
故によって死亡されたり、身体に後遺障害又は障害を
被ったときに補償されます。ケガの内容に応じて定額の
給付金が支払われます。

①レンタル車両を通常の運転中に
発生した事故による損害。
②レンタル車両を保管中及び使用
中における火災による損害
　（地震を原因とする火災を除く）。

③レンタル車両を保管中及び使用
中における風水災による損害。
④レンタル車両を保管中及び使用
中における盗難による損害。

⑤レンタル車両を保管中及び使用
中におけるいたずらによる損害。

対人賠償責任補償・対物賠償責任補償
①事故を起こした人と死傷した被害者の関係が父母・配
偶者・子供・同居家族・会社同僚（下請・従業員等）
の場合。
②加入者の会社が所有・使用・管理する財物に生じた損
害。
③運転者の会社(JV及び共同作業従業者を含む）及び個
人が所有・使用・管理する財物の破損損害。
④加入者の請負っている工事対象物そのものの損害
　（建築中の建物を破損した等）。
⑤賠償責任補償にて取り決めている賠償額を超える分
の損害。
⑥当事者間のみで示談してしまった場合の賠償金。
⑦所轄警察へ事故届けが出されていない場合。

搭乗者傷害補償
①故意又は重大な過失による傷害。
②医学的他覚所見のない後遺障害又は傷害。
③車外での作業中の事故。
④所轄警察へ事故届けが出されていない場合。
⑤正規の乗車装置以外（バケット内・荷台等）に乗車中の
事故による後遺障害又は傷害。
⑥自殺やけんか、又は犯罪等によってその本人について
生じた傷害。
⑦対象自動車の使用について被補償者の承諾を得ずに
搭乗中に起きた事故。
⑧無免許運転又は酒酔い、麻薬等の影響により、正常な
運転ができない恐れがある状態で運転している場合
にその本人について生じた傷害。

車両補償
①常識的始業点検を怠った使用によるもの
　（作動油・オイル・冷却水・安全装置等）。
②製造元が定める「正しい使用方法」以外での使用中に
発生した損害。
③車両もしくは車両に付属する機械の能力を超えた使用
（クレーンの吊上げ重量制限を超えた等）、及び不適当
な使用（用途外使用）による損害。
④取扱説明書等によらず、作業者が独自に判断した結果
生じた破損・事故等。
⑤タイヤ等消耗品、管球類（ライト等）荷台及びあおりの
損害。
⑥トランスミッション（変速機）単体の損害。
⑦クラッチ板等の摩耗焼付による単体の損害。
⑧過積載による事故。
⑨クレーン付車・高所作業車のブームやアウトリガーを
定位置に格納しない事により発生した損害。
⑩不適当な管理状況（鍵を付けたままでの放置等）での
盗難による損害。
⑪回送費用・入れ替え費用及び転落事故等による車両
の引き上げ費用（クレーン代等）。
⑫部品の部分盗難（タイヤ、バッテリー、ナンバープレート
のみ盗まれた等）。
⑬所轄警察へ事故届けが出されていない場合。
⑭詐欺、横領による損害。
⑮凍結による損害（凍結によるスリップ事故は除く）。
⑯欠陥・摩耗・腐食・さび・かび・虫食い、その他自然の
消耗による損害。
⑰故障損害やその他電気的・機械的による損害（お客様
の不注意によるエンジン焼付き等）。
⑱許容荷重を超えた作業や、高所作業車のブームで鉄骨
等を押さえる・支える等の作業で生じた損害。

⑲軟弱地盤でのアウトリガージャッキ下に敷板を使用し
なかったことによる損害。
⑳塗料、生コン、アスファルトの付着等の汚損、溶接等の
火花による損害。
㉑核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物
の放射性爆発性その他有害な特性の作用又はこれら
の特性に起因する事故。
㉒地震もしくは噴火又はこれらによる津波。
㉓戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反
乱その他これらに類似の事変又は暴動。
㉔排気ガス浄化装置の損害（再生操作を怠った場合）。
㉕無免許運転又は酒酔い、麻薬等の影響により正常な運
転ができない恐れがある状態で運転している場合に
生じた事故による損害。

補償対象外事故例

●交差点内を青信号で直進した際、右折して来た対向車と接触し、双方破損
してしまった（対物／車両補償）。
●雨天高速道路走行中わだちにハンドルをとられ側壁に接触し、車体を破損
させてしまった（車両補償）。
●車両走行中、飛び出してきた通行人と接触しケガを負わせてしまった（対人
賠償責任補償）。
●赤信号で停止中、後続車に追突され運転手がケガをしてしまった（搭乗者
傷害補償）。

●クレーンの格納を怠り、トンネルにクレーンの部分をぶ
つけて破損してしまった。
●敷板を使用しなかったために、アウトリガージャッキを
破損してしまった。
●レンタル車両の鍵をサンバイザーにはさんで現場に保
管していた為、盗難されてしまった。
●除雪中に、雪で隠れていた消火栓や手押し信号のボタ
ンを破損してしまった。

補償対象事故例



動産補償B
対象機種 バックホー・不整地運搬車・発電機・転圧機・ウエルダー

カッター・水中ポンプ・コンプレッサー・高所作業車（ナンバー無し）

■ 補償金額

■ 補償対象外事故

■ 補償対象事故
①レンタル機械の通常作業中に発生した事故※1による損害。
②レンタル機械の保管中及び作業中の現場内における盗難※2による損害。
③レンタル機械の保管中及び作業中の現場内における火災による損害（地震を原因とする火災を除く）。

※1 通常作業中に発生した事故とは、定められた正しい使用方法での作業中に発生した事故。故意により発生した事故については、通常作業中の事故
とはなりません。

※2 盗難とは所轄警察への届け出を行い、警察にて盗難事故として受理された事故です。

■ お客様ご負担金
部分損事故・・・・・・・・・・・・・1事故につき1万円～20万円
全損・盗難事故・・・・・・・・・1事故につき2万円～60万円

●同一現場で2回以上事故が発生した場合には、お客様ご負担金は倍額となります。
●1年以内に2回以上事故を起こしたお客様につきましては、2回目以降よりご負担金を倍額とさせていただきます。

●作業中に油圧ショベルがバランスを崩して横転し、キャビンを破損してしまった。
●現場に置いてあった建設機械が盗難されてしまった。
●現場で保管していた油圧ショベルが放火によって、全焼してしまった。
●油圧ショベルで作業中、旋回した際アームをぶつけ、破損してしまった。

●クレーン仕様油圧ショベルでの吊上げ荷重オーバーにより、アームを破損してしまった。
●クレーン仕様ではない油圧ショベルで吊上げ作業を行い、アームが曲がってしまった。
●油圧ショベルで作業中バケットで自機のガラスのみ破損してしまった。
●油圧ショベルのバケットで杭打ち作業を行ったため、シリンダーが曲がってしまった。
●台風が来ることがわかっていたにもかかわらず回避義務を怠り、風水災事故が発生した。
●燃料の種類及び混合比を間違いエンジンの焼付けを起こした。
●置き忘れ、紛失による損害。
● 部分盗難の場合。

①始業前点検を怠った使用によるもの（作業油・オイル ・
冷却水・安全装置等）。
②所轄警察へ盗難届けが出されていない場合。
　置き忘れ、紛失による損害。
③不誠実行為（詐欺・横領等）により発生した事故。
④不適当な管理状況（鍵を付けたままでの放置等）や、盗
難予防措置を行わなかった場合での盗難による損害。
⑤燃料の種類又は混合比間違いによる損害。
⑥製造元および弊社が定める「正しい使用方法」によら
ず、使用作業者が独自に判断した結果生じた破損・事
故等で発生した損害。
⑦船上作業、海上作業、トンネル工事、地下工事、立抗内
作業の事故。
⑧塗料・生コン、アスファルトの付着などの汚損、溶接等
の火花による損害。
⑨欠陥・磨耗・腐食・さび・かび・虫食い、その他自然の
消耗による損害。
⑩電気的・機械的による損害（お客様の不注意によるエ
ンジン焼付け等）。
⑪ガラス・ ゴムクローラー・ゴムベルト ・タイヤの単独
損害。
⑫バケット、ツメ、排土板、ノミ、刃部分等の消耗品や管球
類（ライト等）の損害。
⑬凍結による損害（凍結によるスリップ事故は除く）。
⑭危険行為による損害（事故が予見できる行為）。

⑮破損事故などによる、回送費用 ・入れ替え費用等。
⑯対象外機種の事故。
⑰事故発生の原因が不明瞭で、正確な事故の発生状況
が確認できない損害。
⑱アタッチメントの部分損害。
⑲バケット・アーム・ブーム各シリンダの単独損害。
⑳運転操作を行うオペレータに重大な過失・法令違反が
あった場合（無資格・無免許運転、飲酒運転等）。
㉑歩み板（アルミブリッジ）の使用に起因する事故 ・ 損
害。
㉒台風・洪水・高潮・土砂崩れ等の水害
㉓運搬中における損害

補償対象事故例

対象となる機械の時価額を上限に補償いたします。

補償対象外事故例

安全第一の
作業を心がけ
ましよう。

不慮の事故・
事件のときは
安心です。

事故が発生した。

第一の
を心がけ
う。

故・
きは
。



対人賠償責任・・・・・・・・・・・被害者1名につき1億円を限度に補償。
1事故につき、3億円を限度に補償。

対物賠償責任・・・・・・・・・・・1事故につき2,000万円を限度に補償。

対人・対物賠償責任・・・1事故につき20万円
（ただし高額賠償については、100万円超で30万円、300万円超で50万円）
1年以内に2回以上事故を起こしたお客様につきましては、2回目以降よりご負担金を倍額とさ
せていただきます。

●油圧ショベルを操作中に、通行人に接触してしまい、重傷を負わせた。
●油圧ショベルで旋回中、誤って第三者の自動車にバケットをぶつけ破
損させてしまった。
●水道工事以外の現場で油圧ショベルにて堀削中、誤って地中の水道
管を破損してしまった。
●クレーンで旋回中、誤って電線に触れ、切断してしまった。

●台風により建設機械が転倒し第三者の車が破損してしまった場合。
●事故を起こした人と死傷した被害者が会社同僚の場合。
●A社のオペレーターがA社の自動車を、油圧ショベルで破損をさせてしまった。
●A社のオペレーターが北日本リースの機械で、A社が北日本リース以外からレンタルした機械を破損させてしまった。
●登録ナンバーのない自走式建設機械で公道を自走中、車と衝突し、相手の車が大破してしまった。

賠償責任補償C
対象機種 弊社のナンバー無しのレンタル機械、器具
 （鉄板、仮設資材、仮設ハウス、仮設トイレ、備品関係、他、登録ナンバー付は除く）

■ 補償対象外事故

レンタル機械での作業中の操作が原因で、第三者に発生した損害により負担すべき法律上の賠償責任（賠償責任補償で
定める範囲内）を補償いたします。

●お客様及びお客様の現場において同様の補償を受けられる保険等に加入されている場合、お客様の保険
適用を優先させていただきます。

●示談につきましては、必ず弊社とご相談の上、お客様で進めていただきます。弊社へ届出なしに示談され
た場合、補償できません。

①賠償責任補償にて取り決めている賠償額を超える分
の損害。
②事故を起こした人と死傷した被害者の関係が父母・配
偶者・子供・同居家族・会社同僚（下請・従業員等）の
場合。
③加入者の会社が所有・使用・管理する財物に生じた損
害。
④加入者の請負っている工事対象物そのものの損害（建
築中の建物を破損した等）。
⑤加入者が元請会社等から工事を行う上で支給された
資材などに与えた損害。

⑥ナンバープレートが付いていない建設機械などで公道
を自走しているときの事故。
⑦重大な法令違反によって生じた損害。
⑧海、河川への油脂類・燃料等の流出による損害。

⑨歩み板（アルミブリッジ）の使用に起因する事故、損害。
⑩地下工事、基礎工事又は土地の堀削工事に伴う、
❶土地の沈下・隆起・移動・振動又は土砂崩れによる
土地の工作物（収容物等含む）、植物及び土地の損
害について負担する損害賠償責任。
❷士地の軟弱化又は士砂の流出もしくは流入による
地上の構築物、その収容物もしくは土地の損壊につ
いて負担する損害賠償責任。

■ お客様ご負担金

■ 補償金額

■ 補償対象事故

補償対象事故例

補償対象外事故例

周りにも注意して
安全な作業に
努めましょう。



万一事故が起こったときは

1 負傷者の救護を最優先
事故によってケガをされた方がいる場合は、すみやかに医師への連絡、救急車の要請、応急処置、病院への搬送など
できるだけの救護を行ってください。

2 路上や工事現場での続発事故を防止
交通事故が発生した場合は、事故の続発を防ぐため車両を安全な場所へ移動させてください。
又、物損の場合も同様に損害が拡大しないよう応急措置を行ってください。

3 警察へ事故の届出
①自動車事故の場合は必す警察へ届けてください。
人身事故の場合は人身扱いの届け出が必要で
す。公道上の交通事故は道路交通法第72条に
より警察への届出が義務づけられています。

②盗難事故（車両・機械等）の場合は必す警察へ 「盗
難事故」として届出をしてください。
③その他官公庁への届出が必要な場合は所定の届出
をしてください。

4 ただちに弊社営業所又は営業担当者までご連絡を（右頁の事故報告書をご利用ください。）

①事故発生の日時。
②事故発生の場所。
③お客様の会社名・氏名・住所・連絡先(TEL·FAX・
担当者名）運転者氏名・お客様との関係・運転免許
証又は資格証のコピー・事故車のレンタル番号又
は登録番号・損害の内容および程度。
④事故の状況。
（交通事故の場合は道幅、道路標識、双方の速度なども）。

⑤相手の住所、氏名、会社名、電話番号など。
車両損害の場合
損害内容、車名、登録番号、修理工場、電話番号

その他の被害物の場合
被害物名、損害内容、修理業者名、電話番号

ケガの症状、病院名、電話番号
⑥搭乗者にケガがある場合。
負傷者名、ケガの症状、病院名、電話番号。
※人身事故の場合は、特に被害者の方へのお見舞いをお願いします。

事故の大小にかかわらず事故の内容をこ連絡ください。

物損事故

人身事故

ご 注 意
①弊社の承諾なしになされた修理にかかる費用はお支
払いできない場合がこざいます。
②弊社にご相談無く当事者間での示談交渉は、補償対象
外となりますので絶対になさらないようお願いします。
③各補償制度の支払い限度額を超える部分については、
お客様のご負担となります。

④レンタル機械及び車両の修理につきましては、弊社指
定工場とさせていただきます。
⑤この「レンタル機械総合補償制度」のご案内に記載さ
れている各規定は主な事例を挙げたものであり、その
他については弊社の規定に準ずるものとします。
⑥この「レンタル機械総合補償制度」のご案内は、予告な
く内容を変更する場合がこざいます。

（対物事故については、損害物の写真撮影をお願いします。）

送信方向

事故報告書（盗難事故含む）
お客様会社名

お客様事故窓口 ※お客様事故窓口担当者様へは直接、状況等の確認及び問合わせを致します。

当社担当営業所

日　　　　時
事 故 車 両
事故場所（住所）

お 名 前

届 出 警 察 署

年　　　月　　　　日（　　）　　□ AM　　□ PM　　　時　　　分
車種名：

会 社 名
お 名 前
T E L 携 帯 電 話

運 転 者 名　※ 同 乗 者

会社名（所属）
住　所（電話）

住　所（電話） TEL：
所属：
TEL：

損害・ケガの程度

損害・ケガの程度

登録No.：

車種名： 登録No.：

（管理No.　　　　　  ）

当
社
車
輌

運 転 者 名　※ 同 乗 者

会社名（所属）
住　所（電話）

修理工場（電話）

盗難

事故概要

盗難届申告者名

事故概略図

受理No.

住 　 所（ 電 話 ） TEL：
所属：
TEL：

事 故 車 両

TEL：

相
手
方
内
容

〈注意事項〉
❶略図が書ききれない場合は別紙記載の上添付してください。
❷事故発生翌日には報告書を提出してください。
❸お客様の個人情報につきましては、補償制度使用の対応（関係先へ
　の照会等事実関係の調査や関係機関への確認を含む）などを行う
　ために利用させていただきます。 レンタル先の営業所へFAXしてください

※コピーしてご使用ください。お客様FAX用
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Tel.0770-24-0194 Fax.0770-22-4602
E-mail kitanihon-0003@galaxy.ocn.ne.jp
今津営業所
〒520-1603 滋賀県高島市今津町北仰537-2
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E-mail kitanihon@alpha.ocn.ne.jp



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


